
講演会7 31水

不動産事業者や司法書士などの
専門家に個別で相談できます。

●空き家を所有している方
●自宅などが空き家となる見込みのある方

対 象

正午から午後３時００分、１組３０分程度
事前予約者を優先。参加枠に余裕が
ある場合のみ、当日参加も可能。

セミナー

終了後
　

お申し込みはこちら
下記ご連絡先までお問い合わせください

0120-401-681
電話受付時間 平日9:00～17:00

参加無料

　
　
　  
今
か
ら
は
じ
め
る

＜受託事業者＞

秋田県

ホームページからは
いつでもお申し込み
できます

ラボ

午前10時30分から11時45分

80名

時  間

場  所

事前予約者を優先。参加枠に余裕が
ある場合のみ、当日参加も可能。

遊学舎秋田県ゆとり生活
創造センター会議室

空き家相談会
同日開催

講  師

講演テーマ

名和 泰典理事長 氏

1957年生まれ、工学院大学建築学科卒。ゼネコンを経て不動産コンサル事務所
を設立。全国不動産コンサル協会専務理事、空き家相談士協会専務理事も歴任。

空き家になる前にできること
空き家を所有することになった場合の
選択肢と対応に向けた基本的な知識

特別非営利活動法人 岐阜空き家・相続共生ネット

定  員

～わからない　それがあなたの　悩みです～

【定員30名】


